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建築解体特記仕様書

Ｂ 　 解体工事

特記仕様書で用いる 用語の定義は、 建築物解体工事共通仕様書1. 1. 2に よ る 。

設計図書の優先順位は建築物解体工事共通仕様書1. 1. 1に よ る 。

2

図面及び本仕様に記載さ れてい ない 事項は、 国土交通大臣官房官庁営繕部制定「 建築物解体1

4

3

要綱（ 建築工事編） 」 、 「 建設副産物適正処理推進要綱」 に よ る 。

適用基準5

　 ( 1) 「 建設工事に 係る 資材の再資源化等に 関する 法律（ 建設リ サイ ク ル法） 」

　 ( 2) 「 廃棄物の処理及び清掃に 関する 法律（ 廃棄物処理法） 」 （ 昭和45年法律第137号）

　 ( 3) 「 建設工事公衆災害防止対策要綱」 （ 平成5年1月12日　 建設省経建発第1号）

　 ( 4) 「 建設副産物適正処理推進要綱」 （ 平成5年1月12日　 建設省経建第3号）

　 　    〔 国土交通省〕 （ 平成15年7月)

       （ 平成12年法律第104号）

　 (5) 「 建築物の解体工事における 外壁の崩落等に よ る 公衆災害防止対策に関する ガイ ド ラ イ ン 」

工事共通仕様書（ 令和4年版） 」 「 建築工事安全施行技術指針」 、 「 建設工事公衆災害防止対策

１ 章　 各章共通事項

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　                     縦の同列に ●印のある も のを 同じ 発注区分と する

〇〇 一式昇降

〇〇 一式

〇〇 一式

電気

〇〇 一式空調

〇● 一式建築

５１
工事範囲分割工事等

a． 各工事の発注区分及び工事範囲

発注区分、 工事範囲

b． ●印を 適用する が、 疑義を 生じ た 場合は事前に 質問回答書を も っ て確認する 。

　 　 〇　 無　 　 ●　 有　 （ 　 校舎棟　 電気　 空調　 給排水衛生　 ）

c． 本工事期間内に行われる 発注者直接発注工事

b． コ ス ト オン と なる 工事（ 工事の種類と 発注区分） 　

４３２１工事名

発注区分番号区分

a． 設計図に よ る 他、 分離発注の場合下記を 工事区分と する 。

工事区分

    ●　 無　 　 〇　 有　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

(1) 工事に あ たっ ては、 近隣住民や通行人に 対する 安全の確保に 努める こ と 。

(2) 工事に あ たっ ては、 構造物の状況や工事現場周辺の環境状況を 検討し た上で 、 騒音規制法、

    振動規制法等の関係緒法令を 遵守し 、 必要な措置を 講じ る こ と 。

( 3) 工事施行中に 予期せぬ事態や質疑が生じ た場合は、 監督員に 報告の上、 指示に 従い適正な

(4) 工事に よ る 発生材は、 産業廃棄物処理法及び建設リ サイ ク ル法等の関係緒法令を 遵守し 、

    監督員の承諾を 得て 適正に 処分する こ と 。

(5)請負者は、 監督員と 随時打ち 合わせを行い、 工程の確認、 調整及び工事の円滑な進捗を図る こ と 。

●適用する 　 　 　 　 　 〇適用し ない

    処理を 行う こ と 。

衛生

契約締結後、 次の書類を 監督職員に 速やかに 提出する こ と 。

a． 現場代理人届（ 発注者様式）

b． 下請負人届（ 発注者様式）

c． 工事工程表（ 請負者様式）

e． その他監督職員が指示する 書類等

提出書類等

   結果を 監督職員に報告する 。

d． bの検査の結果、 不合格の個所がある 場合は、 すみやかに 補正し 、 必要な手続を 行い、 そ の

   検査を 受け、 その結果を 監督職員に 報告する 。

b． 関係官公署そ の他関係機関の立会い検査を 必要と する も のは、 監督職員と 打ち 合せのう え

   種別、 手順、 時期等を 一覧表にし 当局の監督職員（ 以下「 監督職員」 と いう ） に 提出し 行う 。

a． 関係官公署そ の他の関係機関への必要な届出手続等は請負者が遅延無く 行う こ と 。 そ の際

e． dの補正に 直接要する 費用は施工者の負担と する 。

c． 構内に 事業者にて設置さ れた 電話、 ガス 、 TV、 電気設備等撤去に つい ては請負者が事業者

   へ届出を 提出し 協議を 行う 。

   尚費用は請負者の負担と する 。  

工事中、 完成時と も カ ラ ー写真と する 。

工事写真

撮影対象等は「 営繕工事写真撮影要領（ 平成24年版） 同解説/工事写真の撮り 方（ 建築編） 」

分類 規格

着工前

撮影箇所

サービ ス 版

工事中

完成時

〇敷地全体

●解体建築物全景　 　 1棟毎

●解体外構工作物、 設備等毎

●仮設物（ 仮囲、 仮設便所、 仮設事務所、 工事看板等）

提出部数

  ２ 部

●分別解体の経過状況（ 作業順）

〇供給設備関係の処理状況

〇公害対策状況

〇解体機械、 発生材運搬車両

〇発生材処分先及び搬入写真

〇振動、 騒音測定状況写真

●その他監督員が必要と 認め、 指示し た箇所

●適用する 　 　 　 　 　 〇適用し ない

関連工事に よ る 施工時期の調整は次に よ る 。

休日・ 作業時間の指定

部位別施行順序 ●指定し ない 〇図示に よ る

工事用車両の駐車場所 ●工事現場内 〇無

資機材置場所 ●工事現場内 〇無

関係機関等と の協議の未成立事項 〇有（ 内容： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

●無

関係機関等と の協議結果 〇有（ 内容： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

●無

● こ の写真はデジ タ ル写真も 可と し 、 その仕様等は監督員の指示に よ る 。

作業時間； 　 　 　 時　 　 分から 　 　 　 時　 　 分　 　 ま で （ 作業準備、 片付け を 含む）

イ ン フ ラ 関連、 等

●基礎解体後の最深部

●埋め戻し 状況

●伐採、 伐根状況

●屋外埋設物撤去状況

〇杭撤去後の杭先端部（ 数量確認がで き る こ と ）

  ２ 部

２ 部

サービ ス 版

サービ ス 版

意し 、 安全管理を 徹底する 。

現場内はも と よ り 現場作業員、 近隣住民等の第三者に 対し て 危害を 及ぼすこ と のない よ う 常に 留

万一、 事故が発生し た場合は、 速やかに 監督職員へ報告し 、 指示を 受ける 。 その責任に ついては、

請負者が負う も のと する 。

工程表、 施工計画書、 仮設計画書等は工事契約締結後速やかに監督職員に提出し 、 承諾を 得る こ と 。

建築物の解体工事の施工計画の作成にあ たっ ては、 事故防止（ 特に 外壁等の崩落によ る 公衆災

害の防止） を 図る ため関係する 法令、 指針等を 遵守する ほか、 特に 以下に 留意し なけ ればなら ない。

「 建築物の解体工事に おける 外壁の崩落等に よ る 公衆災害防止対策に 関する ガイ ド ラ イ ン （ 平成

15年7月3日付け国土交通省住宅局長通達） 」 参照。

ガイ ド ラ イ ン の抜粋

  ( 1) 施工計画等の作成に 当たっ ては、 解体対象物の構造、 立地条件等を 事前に充分調査、 把

     握し 、 事故防止に十分配慮し た 解体工法〇解体手順等を 決定する こ と 。

  ( 2) 請負者は、 設計図書等を 充分把握する と と も に 、 現状が設計図書と 異なる こ と を 想定し 、 各構

     造部分の充分な目視確認する と と も に 、 特殊構造の建築物の解体に あっ ては、 必要に 応じ て

     構造の専門家と 十分協議し 、 安全性を 考慮し た 工法を 選択する こ と 。

  ( 3) 請負者は、 解体工事途中段階で 想定外の構造、 鉄骨の腐食、 設備等が判明し た 場合は、 工

    事を 一旦中止し 、 監督職員に 報告し た上で 、 施工計画の修正を 検討する こ と 。

  ( 4) 請負者は、 公衆災害を 防止する 観点から 、 特に ①建築物の外周部が張り 出し て いる 構造の

     建築物、 ②カ ーテン ウ ォ ール等、 外観が構造的に自立し ていない工法の建築物の解体工事の

     施工に あた っ て は、 工事の各段階に おいて 構造的な安全性を 保つよ う 、 工法の選択等を 適切

     に 行う こ と 。

  ( 5) 請負者は、 鉄骨造、 鉄筋コ ン ク リ ート 造、 プ レ キャ スト コ ン ク リ ート 造等の異種構造の接合部、 増

     改築部分と 従前部分の接合部等の解体に ついて は、 特に 接合部の強度等に十分慮し た施工

     計画を 作成、 工事の実施を 行う こ と 。

「 低騒音型・ 低振動型建設機械の指定に 関する 規定」 （ 平成9年建設省告示第1537号） に 基づき 、

指定さ れた建設機械を 使用する 。

「 建設機械に 関する 技術指針」 （ 平成3年建設省通知第247号） に 基づき 、 指定さ れた 排出ガス 対

策型建設機械を 使用する 。

地下埋設物等に よ る 有出ガス （ 炭酸ガ ス、 一酸化炭素、 及びメ タ ン ガ ス等） の発生への対処、 地下

構造物の撤去時に おける 周壁崩落事故及び転落事故防止の安全対策に 十分注意する こ と 。

作業に 必要な酸素、 ア セチレ ン 、 及び軽油等の危険物は所定の位置に 施錠の上保管、 若し く は

現場外に 搬出する 等管理を 徹底する こ と 。

労働災害及びその他の事故発生等を 防止する ための注意と 、 常時の点検を 作業員に 徹底さ せる

こ と 。

作業開始前に 当日の工事打ち 合わせを 実施し 、 公害及び第3者に 対する 事故防止に 努める こ と 。

検査を 受け る 。

本工事が完了し た と き は、 竣工検査ま たは部分検査に 先立ち 本検査の１ 週間前に 監督職員の下

(6) 本工事に 際し 、 第三者に 対する 不測の事故等に 対応する ため、 請負業者賠償責任保険に加入

    する こ と 。

　  ④工事中の重要記録

　  ③官公署及び 事業会社の許可書類

　  ②引渡書、 受領書

　  ①完成届

提出部数は打合せによ る 。

工事完成に あ たっ て下記の書類を 監督員に 提出する 。

完成検査は、 請負者の自主検査を し た上で 監督職員の立会い の上完成検査を 受け る 。

完成検査

●建物滅失証明書： 各棟１ 部

解体完了後の発注者への提出書類は次によ る 。

●解体業者の代表者事項証明書： 各棟１ 部

●解体業者の印鑑証明書： 各棟１ 部

●除去届： 各棟１ 部

解体工事期間中は近隣住民及び工事関係者の安全確保の為、 交通整理員を 配置する 。 配置期

間は工事期間中と する 。

又、 構外処分材は、 「 廃棄物処理法」 に 基づき 適正な処理を する こ と 。

発生材は、 特記仕様書、 図面及び監督職員の指示に よ り 、 構外搬出処分材と する 。

関係機関と の協議

   〇必要（ 関係機関： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ） 　 　 ●必要なし

   〇配置する （ 〇警備業法第18条に 規定する 特定の種別の警備業務　 　 　 ●任意　 　 ）

      （ 　 　 ヶ 月　 ×　 　 　 人　 ）

   〇配置し ない

特定の種別の警備業務は、 警備員等の検定等に 関する 規則

   〇引き 渡し を 要する も の（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

   〇現場再利用発生材（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   ）

近隣と の折衝等

 (2) 工事着手前に 近隣住民等へ工事内容を 周知する と と も に 、 着手後は週間の作業内容を 掲示

　    等に よ り 知ら せる こ と 。

 ( 3) 近隣住民説明会の開催は次に よ る 。

解体作業中の騒音及び振動調査は次に よ る 。

 〇実施する （ 測定回数　 回） 　 　 　 　 　 ●実施し ない

事前調査

 (1) 請負者は、 必要に応じ て 付近の地盤沈下の状況、 近隣建物の壁、 建具の建て 入れ状況、 内

　    外装土間等のク ラ ッ ク 状況を 調査●記録●写真撮影し 事後に 備える こ と 。 さ ら に 、 工事の施

　    工に よ り 、 近隣施設等に 損害を 与え た場合に は、 現状に 復旧する こ と 。

 ( 2) 近隣事前調査の実施は次によ る 。

     〇今回工事で行う 　 　 　 　 　 〇今回工事で 行わない （ 別途　 　 　 　 　 　 　 　 ）

〇実施する 　 　 ●実施し ない

回数

第1回

中間検査の時期

解体、 発生材処分後は、 マ ニ フ ェ スト 等の整理を 行い 、 施行管理資料と し て速やかに 監督職員

に 提出のこ と 。

第2回

に 提出のこ と 。

仮囲い

   ●万能鋼板（ Ｈ ＝3. 0ｍ） 　 　 　 〇波型鉄板（ Ｈ ＝　 　 　 　 　 ） 　 　 　 〇単管シ ート （ Ｈ ＝　 　 　 　 ）

   〇枠組足場　 　 　 〇単管足場　 　 　 ●ク サビ 足場

  ●パネルゲート （ Ｗ＝６ ｍ 　 Ｈ ＝３ ｍ） ×１ ヶ 所

   〇シ ート ゲート （ Ｗ＝  ｍ 　 Ｈ ＝　 ｍ ） ×　 ヶ 所

仮設敷鉄板の設置

2章　 仮設工事

     こ と 。

　 ●その他建築物の解体工事等に 関し 、 規定さ れて いる 地方条例等を 遵守し 適正な対応を 行う

d． 施工計画書

に よ る 他、 次の箇所と する 。

同一敷地内で 別契約工事の有無　 　 　 　 　 　 　 　 ●有　 　 　 　 　 〇無

建築物等の解体工事に 関する 届出

建築物等の解体工事標識設置届出書は次に よ る 。

告示等の名称

建設工事公衆災害防止対策

要綱 （ 建築工事編）

建築副産物適正処理推進要綱

建築工事安全施工技術指針

「 手すり 先行工法に関する ガイ ド

ラ イ ン 」 について

労働安全衛生規則

石綿障害予防規則

建材中の石綿含有率の分析

方法について

建築物等の解体等の作業を行う に

当たっ ての石綿ばく 露防止対策

等の実施内容の掲示に ついて

制定年月日 告示等番号 最終改正年月日 告示等番号

平成5年1月12日 建設省経建発

第1号
－ －

平成5年1月12日

平成7年5月25日

平成21年4月24日

昭和47年9月30日

平成17年2月24日

平成18年8月21日

平成17年8月2日

特定化学物質障害予防規則 昭和47年9月30日

平成14年5月30日

平成27年1月20日

平成30年2月9日

平成29年6月1日

平成28年4月13日

平成29年6月1日

－ －

－ －

国官総第122号

国総事第21号

国総建第137号

国営整第126号

厚生労働省基発

第 0424001号

厚生労働省令

第14号

平成17年

厚生労働省令

第21号改正

厚生労働基発

0413 第3号

厚生労働省

昭和47年労働省

令第39号改正

建設省経建発

第3号

建設省営監発

第13号

労働省令第32号

平成17年

厚生労働省令

第21号

厚生労働省基安

発第 0802001号

労働省令第39号

厚生労働基発

第 0821002号

( 1)施工に 先立ち 下記の施工数量調査を 行う

技能士の適用は次によ る 。

次の工程に 達し た と き 、 監督職員の検査を 受ける

次の工程に おいて 監督職員の立会いを 受け る

f． aに は下記の廃止届出が含ま れる

   〇危険物製造所、 貯蔵所、 取扱所廃止届出書

   〇少量危険物・ 指定可燃物の廃止届出書

   〇火を 使用する 設備（ 厨房、 ボイ ラ ー等） 廃止届出書

   〇ばい煙発生施設廃止届出書

   〇消防用設備廃止届出書

   〇特定施設（ 騒音規制法、 振動規制法、 水質汚染防止法） 使用廃止届出書

   〇浄化槽廃止届出

一般事項

1. 1. 1

官公署その他への

1. 1. 3

届出手続等

施工計画書

1. 2. 2

技術検査

1. 7. 2

工事実績情報システム

1. 1. 4

（ Ｃ Ｏ Ｒ Ｉ Ｎ Ｓ ） への登録

施工中の安全確保

1. 3. 6

交通安全管理

1. 3. 7

施工中の環境保全等

1. 3. 9

工事の記録

1. 2. 3

電気保安技術者

1. 3. 3

施工条件

1. 3. 5

施工数量調査

1. 5. 2

工事検査

1. 7. 1

騒音・ 粉じ ん等の

2. 2. 1

2節  騒音、 粉じ ん、 足場等

技能士

1. 6. 2

施工の立会い

1. 6. 5

施工の検査

1. 6. 4

発生材の処理

1. 3. 10

6節  施工

3節  工事現場管理

2節  工事関係図書

1節  共通事項

対策

7節  工事検査及び技術検査

(1) こ の共通事項はすべての工事に適用する 。

(2) 特記事項は、 〇印の付い たも のを 適用する 。

    選択記入事項は●印の付い たも のを 適用し 、 〇印は適用し ない。

特記仕様書の

共通仕様

設計図書の優先

順位

適用等

用語の定義

その他

6

関係省令・ 告示等

Ａ 　 工事概要

b． 工事場所 ：

c． 工敷地面積 ：

d． 工事対象施設 ：

　 　 　 　 　 　   38, 203. 16㎡

a． 工事名称 ： 岩手県立宮古商工高等学校商業校舎部室棟等解体工事

棟名称

1.

2.

3.

4.

5.  

構造 規模 床面積

●敷地全体

●解体建物跡全景　 1棟毎

●解体外構工作物跡、 設備等毎

●その他監督員が必要と 認め、 指示し た箇所

●ア スベスト 含有建材撤去完了時

〇環境配慮物品撤去完了時

●地上建家撤去完了時

〇杭等撤去完了時

●外構等撤去完了時

〇地下建家撤去完了埋め戻し 前

●適用する 　 　 　 　 　 〇適用し ない

適用する 技能士は次の通り

●解体工事施工技士　 　 　 　 　 〇と び 技能士　 　 　 　 　 〇

調査範囲 調査方法

〇Ｐ Ｃ Ｂ 保管状況

〇そ の他の環境配慮物品

〇分別解体に 必要な調査

〇

〇種類　 　 　 〇計測　 　 　 〇保管記録　 　 　 〇

〇種類　 　 　 〇計測　 　 　 〇

〇種類　 　 　 〇計測　 　 　 〇

〇種類　 　 　 〇計測　 　 　 〇

仮囲いの仕様

●設ける 　 　 　 〇設けない

解体足場の仕様

ゲート の仕様

●設ける 　 　 　 〇設けない

〇　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〇

・ 躯体

昇降機建築 電気衛生空調

・ 空調設備

・ 電気設備

・ 昇降機設備

・ 工作物

・ 屋外埋設浄化槽

・ 屋外埋設オイ ルタ ン ク

・ 屋外埋設躯体

・ 屋外埋設配管類

・ 屋外機械基礎

工事区分表

・ 衛生設備

・ 電柱

備考

●

●

●

●

〇

工事実績情報シ ステム（ Ｃ Ｏ Ｒ Ｉ Ｎ Ｓ ） への登録は次に よ る 。

書面の書式及び

1. 1. 5

取り 扱い

●必要　 　 　 　 　 〇不要

( 平成17年国家公安委員会規則第20号)

〇休日： ●日曜日　 　 ●土曜日　 　 ●祝・ 祭日　 　 〇そ の他（ 　 　 　 　 　 ）

電気保安技術者の配置は次に よ る 。

●有（ 内容： 新築工事一式　 ） 　 　 　 　 〇無

　  　 〇実施する 　 　 　 　 　 ●実施し ない

● 〇 〇 〇

● 〇 〇 〇

● 〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇

●

●

〇

中間技術検査は次によ る 。

( 1)防音パネルの設置

●設ける 　 　 　 〇設けない

( 2)防音パネルの設置範囲

〇図示に よ る 　 　 　 ●解体足場設置範囲全面

事前調査

1. 4. 1 調査報告書の有無

4節  石綿含有建材の調査

5節  施工調査

調査等の種類

1． 既存設計図書及び目視調査

2． 定性分析調査

3． 定量分析調査

4． そ の他の調査

既存報告書
調査の要否

有・ 無

●有  〇無

●有  〇無

●有  〇無

●可  〇否

●可  〇否

●可  〇否

〇行う   ●行わない

●行う   〇行わない

〇行う   ●行わない

〇有  〇無 〇可  〇否 〇行う   〇行わない

貸与の可・ 否

足場等

2. 2. 2

 ( 1) 関係法令に 基づき 必要な手順を 行う 。

  ●解体建物全て 　 　 　 　 　 〇図示に よ る

調査範囲

　 〇工事対象建物等全て 有り 　 　 　 　 　 ●工事対象建物等の一部有り 　 　 　 　 　 〇無い

既存設計図書の状況

文書番号G73-23-20240301 建物解体工事 特記仕様書-１

部室棟 鉄骨造 地上２ 階建 280. 00㎡

●

●

●

●

● ●

岩手県立宮古商工高等学校商業校舎部室棟等解体工事

A1 版

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・ A3 版

岩手県立宮古商工高等学校商業校舎部室棟等解体工事

A1 版

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・ A3 版

岩手県立宮古商工高等学校商業校舎部室棟等解体工事

A1 版

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・ A3 版
 - DA-001
 -建物解体工事 特記仕様書-1

プ レ ハブ倉庫

外構工作物

鋼板 地上１ 階 6. 00㎡

宮古市磯鶏三丁目91番1ほか



敷地内出入口扉は解体現場敷地内へ他人が容易に 入ら ないよ う 設置を 行う 。

敷地内出入り 扉

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 水道水利用の為に メ ータ ーは請負者が設置し 利用料金を 支払う 。 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 電力利用の為に メ ータ ーは請負者が設置し 利用料金を 支払う 。 　

処理に 注意する 建設廃棄物の処理

種　 類

〇CCA処理木材

〇ひ素・ カ ド ミ ウ ム含有

石膏ボード

処分場　 施設名又は所在（ Km）

〇

最終処分する 建設廃棄物及び最終処分場は次に よ る 。

種類

廃石綿

最終処分場　 施設名又は所在（ Km）

石綿含有建材

〇

産業廃棄物広域認定制度の適用　 〇有　 ●無

適用廃棄物種類 使用部位

建設資材廃棄物の中間処理施設及び再資源化施設

種類 再資源化等を する 施設名又は所在（ km）

建設発生土

コ ン ク リ ート 塊

ア スフ ァ ルト 塊

建設木く ず

金属類

小型二次電池

次の建設廃棄物を 再資源化する 場合は次に よ る 。

種類 再資源化等を する 施設名又は所在（ km）

〇廃棄物処理法に 基づく 水銀使用製品産業廃棄物

〇硬質ポリ 塩化ビ ニル管及び接手

デジ タ ル表示の騒音〇振動計の設置

●設置する 　 　 　 　 　 〇設置し ない

工事用水及び電力

工事用水　 　 　  構内既存の施設　 　 〇利用で き る 　 　 （ ●有償　 　 〇無償）

工事用電力　 　 構内既存の施設　  〇利用で き る 　 　 （ ●有償　 　 〇無償）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  〇利用で き ない

工事表示板の設置

工事名称

解体工事の表示

表示時期は工事着工時から 完成時ま でと する 。

表示板の形式 例

構造、 規模

工事期間

建築主

設計者

工事監督者

工事施工者

　 　 　 　 年　 　 月　 　 日　 ～　     　 　 年　 　 月　 　 日

注1　 表示板は、 風圧に 耐え る よ う 配慮する こ と 。

   2　 地色は、 マ ン セル記号1GY7. 　 5/8と し 黒文字（ 角ゴ シ ッ ク ） で 表現する 。

   3　 建築主は、 契約担当者名と する こ と 。

   4　 表示板の大き さ

       ●　 1号（ 横180ｃ ｍ ×縦90ｃ ｍ ） 　 　 〇　 2号（ 横240ｃ ｍ×縦120ｃ ｍ ）

       〇　 3号（ 横360ｃ ｍ ×縦180ｃ ｍ） 　 　 〇　 その他（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

工事現場のイ メ ージ ア ッ プ

〇行う 　 　 　 　 　 　 ●行わない

搬送距離： 　 　 km程度（ 　 　 　 　 　 ）

搬送距離： 　 　 km程度（ 　 　 　 　 　 ）

搬送距離： 　 　 km程度（ 　 　 　 　 　 ）

搬送距離： 　 　 km程度（ 　 　 　 　 　 ）

搬送距離：     km程度（ 　 　 　 　 　 ）

搬送距離：     km程度（ 　 　 　 　 　 ）

搬送距離：     km程度（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

搬送距離：     km程度（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

搬送距離： 　 　 km程度（ 　 　 　 　 　 ）

      上記に 要する 費用は、 維持、 運用費を 含め一切施工者の負担と する 。

   〇上記規模の他に休憩室、 更衣室 　 　 　 　     程度

   〇上記規模の他に会議室（ 　 　 　 　 程度） 　

を 提出し 承諾を 受ける こ と 。

本工事期間中、 仮設物等の設置のた めに 敷地内の土地ま たは建物を 使用する 場合は、 申請書

仮設物等の設置

●足場は労働安全衛生法、 建築基準法、 建設工事公衆災害防止策要綱そ の他関係法令に 従

足場・ 解体部養生

解体現場は常に 整理整頓●安全管理に留意し 、 清掃・ 片付けを 行う 。

清掃・ 片付け

   い、 適切な材料及び構造のも のと し 、 工事期間中は適切な保守管理を 行う 。

●設け る 　 　 　 　 　 〇設け ない （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

仮設便所

●設け る 　 　 　 〇設け ない

〇10㎡程度　 〇20㎡程度　 ●35㎡程度　 〇65㎡程度　 〇100㎡程度

●請負者事務所の中に 監督員用スペース　 　 　 ㎡程度確保する 。

備品は下記のも のを 備える 。

の指示する も の

現場事務所の設置は次によ る 。

●場内設置　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

〇場外設置　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

机、 椅子、 電話、 書棚、 黒板、 ゴ ム長靴、 雨合羽、 保安帽、 安全帯、 冷暖房機器そ の他監督員

3章　 解体施工

部　 位 内　 容

●解体建築物

●建築設備

●内・ 外装材

●屋根葺き 材

●屋根防水

●躯体

〇杭の解体

●構内舗装等

●樹木

●基礎等

●地下埋設物

〇木造　 　 　 〇CB造　 　 　 ●S造　 　 　 〇RC造　 　 　 〇SRC造

電気設備　 　 ●内部　 　 ●外部引込注

機械設備　 　 ●内部　 　 ●埋設

●手作業　 　 〇手作業及び機械に よ る 作業

葺き 材種類

防水仕様

〇手作業　 　 ●機械解体作業

〇杭基礎　 　 ●独立基礎　 　 〇布基礎　 　 〇べた基礎

〇残置

杭解体方法　 　 〇引き 抜き 工法　 　 〇破砕工法

舗装材種類：

●伐採

●抜根 ●行う 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  〇残す

〇有り （ 移植先： 　 　 　 　 　 　 ） 　 　 　 　 　 〇無し

●有り （ 埋設物：                            ） 　 　 　 　 　 〇無し

埋め戻し 土

〇現場発生土利用　 　 　 　 　 ●山砂利用

〇他現場で の建設発生土利用（ 堆積場所　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

　 解体工事範囲は図示に 示さ れた範囲を 行う 。 解体工事範囲に 疑義が生じ た 場合は速やかに

　 監督職員と 協議を 行い 確認する 。

家具及び備品類の撤去は次に よ る 。

●工作物等

〇処分品リ スト に示す家具、 備品類は適正に 廃棄処分する 。

〇移植木

4章　 建設廃棄物の処理

〇

5章　 特別管理産業廃棄物の処理等

特殊な建築副産物の処分は次に よ る 。

種類 回収及び処分

〇特定物質

処分場施設名又は所在（ Km）

〇イ オン 化式感知器

〇六ふっ 化硫黄ガ ス

〇特定化学物質

〇フ ロ ン

〇ハロ ン

●回収

〇処分

●回収

〇処分

●回収

〇処分

〇回収

〇処分

特別管理産業廃棄物の処理は次に よ る 。

種類 分析調査

〇PCBを 含む機器類

保管場所及び処分先

〇PCB含有シ ーリ ン グ材

〇（ Ａ 重油、 軽油、 廃油）

〇廃酸・ 廃アルカ リ

〇行う

〇行わない

〇行う

〇行わない

保管処分

〇保管

〇処分

〇保管

〇処分

〇再生処理

〇処分

〇再生処理

〇処分

飛散防止処置 ●シ ート 養生　 　 　 〇

●（ 6. 4. 2） に よ る 除去工法

〇特殊工法（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

石綿含有吹付け材の除去工法・ 飛散防止処置は次に よ る 。

除去工法 ●（ 6. 3. 2） に よ る 除去工法　 　 　 〇特殊工法（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

飛散防止処置 ●湿油化　 　 　 〇固形化　 　 　 〇特殊処理（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

石綿粉じ ん濃度測定の実施は次に よ る 。

測定を 行う 場合の時期等

測定場所

●解体工事着手前

測定点数測定時期

●解体工事中

●解体工事完了時

●（ 6. 5. 2） に よ る 除去工法　 　 　 〇特殊工法（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

監督官公庁が指定する 場所

監督官公庁が指定する 場所

監督官公庁が指定する 場所

6章　 石綿含有建材の除去及び処理

除去工法

飛散防止処置

除去工法

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  〇利用で き ない

石綿吹付け材等の処分は次に よ る 。

〇ダ イ オキシ ン 〇保管

〇処分

分析調査は次に よ る 。

イ ン フ ラ 切断位置

監督職員が指定する 位置に 設置する 。 （ 計1ヶ 所）

　 （ 臭化リ チウ ム）

・ 給水管　 　 　 　 〇建物から       mで 切断プ ラ グ止め　 　 ●敷地外の本管ま で 撤去

・ 排水管　 　 　 　 〇建物から       mで 切断プ ラ グ止め　 　 ●敷地外の本管ま で 撤去

・ ガ ス管　 　  　 　 〇建物から       mで 切断プ ラ グ止め　 　 ●敷地外の本管ま で 撤去

・ 電気配管 　 　 〇建物から       mで 切断・ 端部処理　 　 ●一次側接続点ま で 撤去

・ ケーブ ル　 　 　 〇建物から       mで 切断・ 端部処理　 　 〇一次側Ｈ Ｈ 内で 切断・ 端部処理

                   ●一次側接続点ま で 撤去

・ そ の他       　 〇建物から       mで 切断　 　 ●本管ま で 撤去

・ 水槽・ オイ ル　 〇浄化槽、 排水層等の洗浄、 消毒等の手法は下記に よ る

　 　 　 　 　 　 　 　 　  〇オイ ルタ ン ク 、 オイ ルサービ スタ ン ク 及び配管内の、 洗浄等の手法は下記によ る

事前措置

3. 2. 1

2節　 　 事前措置

監督職員事務所等

2. 3. 1

埋戻し 、 盛土及び

3. 13. 1

産業廃棄物広域

4. 4. 2

認定制度

最終処分

4. 4. 3

処理に 注意を 要

4. 5. 1

する 建設廃棄物

石綿含有保温材等

6. 4. 1

の除去

除去し た石綿含有

6. 5. 3

工法

6. 3. 2

( 1) フ ロ ン 系冷媒　 フ ロ ン 排出抑制法の定めに 従っ て 回収し 、 適正に 処理する こ と 。

( 2) ハロ ン 系消火設備　 ハロ ン 消火設備設置業者等に て回収し 、 適正に 処理する こ と 。

( 3) 泡消火の薬剤およ び水溶液（ PFOS含む） 廃棄物処理法に 基づき 、 処理業者に て処理する こ と 。

( 4) 冷凍機用ブ ラ イ ン 液　 関係法令に 従い 、 専門業者によ り 適正に 処理する こ と 。

( 5) 都市ガス 　 設備内の残留ガス を 燃焼バージ する こ と 。

( 6) Ｌ Ｐ Ｇ ガ ス　 設備内の残留ガ スを 燃焼パージ する こ と 。

( 7) Ｐ Ｃ Ｂ 　 以下の機器に つ いて 含有成分調査し 、 適正に 撤去、 及び委託処分ま で 行う こ と 。

　 　 　 　 　 　 〇照明器具の安定器　 　 〇変圧器　 　 〇コ ン デン サ　 　 〇発電機

施工計画調査

7. 1. 3

特殊な建設副産物

7. 3. 1

の処理等

3節  特殊な建設副産物の処理等

1節  共通事項

3節  石綿含有吹付け材の除去

除去し た石綿含有

6. 3. 3

吹付け材の保管、

運搬、 処分等

4節  石綿含有保温材等の除去

5節  石綿含有成形板等の除去

4節  再資源化等及び最終処分

再資源化等

4. 4. 1

1節  共通事項

施工計画調査

5. 1. 2

特別管理産業

5. 4. 1

廃棄物の処理等

4節  特別管理産業廃棄物の処理等3節  仮設物

5節  処理に注意を 要する 建設廃棄物

13節　 解体後の整地

地均し

石綿板の保管、 運

搬及び処分等

石綿粉じ ん濃度　

6. 1. 3

測定　 　

監督職員事務所の設置は次に よ る 。

監督職員事務所の規模は次に よ る 。

●別途工事

〇ガ ラ ス

搬送距離：     km程度（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

( ｲ) ( b) ひ素・ カ ド ミ ウ ム含有せっ こ う ボ ード の処理は次に よ る 。

( ｲ) （ c) ①　 〇再資源化する 場合は、 再資源施設の受入条件を 確認のう え 、 適切に分別し た後、

　 　 　 　 　 　 　 　 再資源化施設で 再資源化する 。

( ｲ) （ c) ②　 〇最終処分する 場合は、 管理型最終処分場で 埋立処分する 。

●行う 　 　 　 　 　 〇行わない

〇行う

〇行わない

〇行う

〇行わない

〇行う

〇行わない

●埋立処分　 　 　 　 　 〇中間処理

石綿含有成形板（ 石こ う ボード を 除く ） の処分は次に よ る 。

●埋立処分　 　 　 　 　 〇中間処理

石綿含有成形板

6. 5. 1

●湿油化　 　 　 〇固形化　 　 　 〇特殊処理（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

石綿含有保温材等の除去工法・ 飛散防止処置は次に よ る 。

除去し た石綿含有

6. 4. 3

保温材等の保管、

運搬処分

石綿含有保温材等の処分は次に よ る 。

●埋立処分　 　 　 　 　 〇中間処理

●行う 　 　 　 〇行わない

TEL

解体内容

工作物の種類：

杭撤去後の処理　 　 〇山砂充て ん　 〇現場発生土の充て ん　 〇

●行う 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  〇残す

石綿含有成型板の除去工法・ 飛散防止処置は次に よ る 。

TEL

                      （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　   　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

7章　 特殊な建設副産物の処理

　 　 　 　 　 　 (照明器具の安定器, 変圧器,

　 　 　 　 　 コ ン デン サ, 発電機等）

ダ イ オキシ ン 含有建材の解体方法は次に よ る 。

　 〇解体方法（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

〇実施する 　 　 〇し ない

分析調査は次に よ る 。

分析調査の対象品目は次によ る 。

  〇特定物質の規制等に よ る オゾ ン 層の保護に 関する 法律に 基づく 特定物質

  〇放射性同位元素等の規制に 関する 法律に 基づく 放射性同位元素

  〇地球温暖化対策の推進に 関する 法律に基づく 温室効果ガ スと し て 指定さ れた 六ふっ 化硫黄

     （ SF ） ガス

  〇化学物質の審査及び 製造等の規制に 関する 法律に 基づく 第一種特定化学物質と し て指定

     さ れている Ｐ Ｆ Ｏ Ｓ

  〇特定化学物質障害予防規制に 基づく 特定物質
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6節  石綿含有成仕上塗材の除去

石綿含有仕上塗

6. 6. 1 石綿含有仕上塗材の除去工法は次に よ る 。

等の除去

材の除去

のボ ード 類下地 ○

仕

●（ 6. 5. 2） に よ る 除去工法石こ う ボード 等

地

Ａ Ｌ Ｃ 版等

コ ン ク リ ー ト

下

の

上

塗

材

○

材

塗

有

機

系

－

●剥離剤併用手工具ケレ ン 工法

○剥離剤併用高圧洗浄（ 30～50MPａ 程度） 工法

○超高圧洗浄（ 100MPａ 以上） 工法

○集じ ん装置付き ディ ス ク グラ イ ダ ーケレ ン 工法

○超音波剥離機＋HEPAフ ィ ルタ ー付き 掃除機併用工法

○

隔

否

要

の

離

養

生

汚

否

要

の

泥

処

理

－

－

否

否

要

否

否

－

－

－

－

要

要

－

●超音波剥離機＋HEPAフ ィ ルタ ー付き 掃除機併用工法

○高圧洗浄（ 30～50MPａ 程度） 工法

○集じ ん装置付き ディ ス ク グラ イ ダ ーケレ ン 工法

○超音波剥離機＋HEPAフ ィ ルタ ー付き 掃除機併用工法

○

否

要

否

否

－

－

要

要

－

要○超高圧洗浄（ 100MPａ 以上） 工法

除去工法

○

材

塗

無

機

系

仕

類

種

の

上

塗

材

除去し た石綿含有

6. 6. 4

仕上塗材の保管、

運搬及び処分

除去し た 石綿含有仕上塗材が汚泥の場合の処理は次と する 。

   ( 1)高圧・ 超高圧洗浄工法等水を 使用し て 除去し た 場合、 廃水は、 流出や地面に 浸透する こ と

       のないよ う に 回収する 。  

   ( 2)回収し た廃水は、 凝集剤など を 用いて 泥分を 沈殿さ せる 。  

   ( 3)最終的に余剰と なっ た 廃水は、 凝集剤など を 用いて泥分を 沈殿さ せ、 上澄み水はろ 過後

       下水道等に 放流する 。  

   ( 4)沈殿物は吸収剤など を 用い て吸着さ せる か、 セ メ ン ト に よ り 固化し て、 「 廃石綿等」 と し て廃棄

       物処理する 。

固化し た 「 廃石綿等」 の処分は次に よ る 。

   ●埋め立て処分          〇中間処理 
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〇有り

●場内処理　 　 　 〇場外処分
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